
自転車通学生集会                2020．6．24（水） 

 

 今日は、自転車通学生を対象に集会を行いました。 

 まず、自転車通学に関するルールやマナーの確認を行った後、以下の５つの項目について、担任の先生

の点検を受けました。 

   

 

 

 

 

 

 自転車通学生のみなさんは、自

分はもちろんですが、周りの人の安

全にも常に気を配り、交通ルールを

守って自転車の運転を行いましょう。 

 

 

また、今年度より 「福岡県自転車の安全

で適正な利用の促進に関する条例の改正」

により、自転車損害賠償保険等への加入が

義務づけられることになりました。 

 未加入の自転車通学生は、早めに加入を

お願いします。 

① ヘルメット （必ずかぶって来ましょう） 

② ステッカー （正しい位置に貼ります） 

③ 鍵 （できれば２つ付けましょう） 

④ 反射機材 （暗くなってから威力を発揮します） 

⑤ ブレーキのきき具合 （しっかり止まれるように調整しましょう） 


